　　　　第３６回【平成２２年度 ＪＡＲＬ奈良県支部 Ｖ・ＵＨＦ コンテスト規約】 　

本コンテストの交信も含めて「平城遷都1３００年祭記念アワード」を申請される局が予想されます。

そのため県内で運用する局は、必要に応じて運用地（市町村）を送信して頂くようお願い致します。

アワードのご案内は、ＪＮ春号Ｐ１００もしくはＣＱ誌6月号、詳細はJARL奈良県支部ＨＰをご覧ください。
・実施日、周波数帯及び時間帯（ＪＳＴ）

      ［第１日目］…平成２２年８月１４日（土曜日）　

                 　　 ２８ＭＨｚ        １９：００～２０：００

                      ５０ＭＨｚ        ２０：００～２１：００

                    １４４ＭＨｚ        ２１：００～２２：００

                　　４３０ＭＨｚ        ２２：００～２３：００

            　　　１２００ＭＨｚ＆ＵＰ　２３：００～２４：００

      ［第２日目］…平成２２年８月１５日（日曜日）

            　　　１２００ＭＨｚ＆ＵＰ　０８：００～０９：００

　                  ４３０ＭＨｚ        ０９：００～１０：００

                    １４４ＭＨｚ        １０：００～１１：００

                      ５０ＭＨｚ        １１：００～１２：００

                      ２８ＭＨｚ        １２：００～１３：００

・参加資格

      日本国内で運用するアマチュア局。

· 使用周波数帯
      ２８ＭＨｚ～１０.１ＧＨｚ（１０.４ＧＨｚは１０.１ＧＨｚに含む）

２８ＭＨｚ～４３０ＭＨｚ帯はＪＡＲＬ主催コンテスト使用周波数帯を

　    １２００ＭＨｚ帯以上は総務省告示の周波数使用区別を遵守し運用のこと。

・参加区分と部門

　　（１）区分

          ① 県内局：奈良県内で運用するアマチュア局。

          ② 県外局：奈良県外で運用するアマチュア局。

　　（２）部門及びコンテストコードナンバー

	部門
	区分別コンテストコードナンバー

	
	県内局
	県外局

	電信部門
	28 MHz
	NC28
	GC28

	
	50 MHz
	NC50
	GC50

	
	144 MHz
	NC144
	GC144

	
	430 MHz
	NC430
	GC430

	
	1200 MHz＆UP
	NC1200UP
	GC1200UP

	電信電話部門
	28 MHz
	NX28
	GX28

	
	50 MHz
	NX50
	GX50

	
	144 MHz
	NX144
	GX144

	
	430 MHz
	NX430
	GX430

	
	1200 MHz＆UP
	NX1200UP
	GX1200UP

	マルチ部門
	電信電話部門の内２部門以上の総和
	NM
	GM


      　　 以上の２区分／３部門とする。

注）「１２００ＭＨｚ＆ＵＰ部門」とは１２００ＭＨｚから１０.１ＧＨｚまでの複数周波数帯を

まとめて申請する部門で周波数帯が異なれば同一局との交信であっても１交信１点として扱う。

１２００ＭＨｚ～１０.１ＧＨｚの中の１周波数帯のみでの参加は「１２００ＭＨｚ＆ＵＰ部門」で

申請のこと。（１０.４ＧＨｚは１０.１ＧＨｚに含む）
　　　　注）「マルチ部門」は他の部門との重複申請は認めない。

        注）電話のみに依る参加は「電信電話部門」又は「マルチ部門」の何れかで申請のこと。

· 交信方法

    （１）呼出方法　　県内局、県外局の判別できる呼出しを実施する。

 　　 　　 ① 電  信：ＣＱ　ＮＲ　ＴＥＳＴ　　ＤＥ　ＪＡ３□□□〔 /ＮＲ 〕
1 電  話：ＣＱ　奈良コンテスト　こちらは〔奈良県内局〕　ＪＡ３□□□

2 移動局：ＣＱ　ＮＲ　ＴＥＳＴ　ＤＥ　ＪＡ３□□□ ／３〔 /ＮＲ 〕
ＣＱ　奈良コンテスト　こちらは〔奈良県内局〕ＪＡ３□□□　ポ－タブ

ル３等の移動地

〔 /ＮＲ 〕内は奈良県内局が呼出す場合

（２）応答例

　　　　　①常置場所運用：こちらは、ＪＡ３□□□　ＲＳ（Ｔ）２７〔Ｎ〕
　　　　　　　　　　　　　（２７＝免許年号、Ｎ＝奈良県内局）です。

②移動運用　　：こちらは、ＪＡ３□□□　ポ－タブル３等の移動地

                          ＲＳ（Ｔ）２７〔Ｎ〕（２７＝免許年号、Ｎ＝奈良県内局）です。

    （３）コンテスト・ナンバ－の出し方

            ＲＳ（Ｔ）＋現在のコ－ルサインで局免許を最初に貰った年（２桁）＋（県内局は〔Ｎ〕）

           　            【注意】再免許以降の免許年では無い。

             ＊例 ＲＳ（Ｔ）＝５９（９）最初の免許年が昭和２７年の場合

県外局は５９（９）２７を送信、奈良県内局であれば、５９（９）２７Ｎを送信する。

（平成３年は０３を送信する。））　　　　　　　　　　　　

・交信の相手局

        県内局：日本国内で運用するすべてのアマチュア局。

県外局：奈良県内局に限る（県外局同士の交信は無効）
・得点及びマルチプライヤ－

      （１）得点：コンテスト・ナンバーの完全な交換かつ、有効な交信をもって１点とする。

                  有効な交信とは…後述の［交信上の制約事項］に抵触していないこと。

      （２）マルチプライヤ－（以降［マルチ］と省略する）

            第１マルチ：相手局コ－ルサインのラストレタ－の違いで１点

            第２マルチ：相手局の局免許年号の違いで１点

・得点の計算方法

      （１）電信部門及び電信電話部門

２８ＭＨｚ～４３０ＭＨｚの場合

            　合計＝（当該周波数帯で得た得点の和）×（当該周波数帯で得た第１マルチの和）

                   ×（当該周波数帯で得た第２マルチの和）

１２００ＭＨｚ＆ＵＰの場合

合計＝（１２００ＭＨｚ以上１０．１ＧＨｚ迄の各周波数帯で得た得点の和）

×（１２００ＭＨｚ以上の全周波数帯で得た第１マルチの和）

×（１２００ＭＨｚ以上の全周波数帯で得た第２マルチの和）
　　　　　　注）１２００ＭＨｚ以上部門は１枚のＬＯＧにまとめて記入し、備考欄または空欄に

周波数帯を明記する。
  　　（２）マルチ部門の場合電信部門及び電信電話部門の得点

            　合計＝（各運用周波数帯で得た得点の和）×（各運用周波数帯で得た第１マルチ

                    の和）×（各運用周波数帯で得た第２マルチの和）

             例えば：得点＝８点（８局交信）×第１マルチ＝５（ラスト

                     レタ－の違い、Ａ，Ｐ，Ｓ，Ｙ，Ｗ）×第２マルチ＝４

　　　　　　　　　　（局免許年の違いで　２７、４１、４５、０２の各年号）

                             総合計　８×５×４＝１６０点となる。

・交信上の制約事項

       （１）コンテスト期間中の運用場所の変更は同一県内に限り移動を認める。

       （２）同一局との交信は同一周波数帯内では電波形式が異なっても１回限りとする。
       （３）同一周波数帯の交信のみ得点と認める。

       （４）同一周波数帯で２波以上の電波の同時発射を禁止する。

       （５）レピ－タ－による交信及びゲストオペレ－タ－制度による交信を禁止する。

・欠格事項

（1） 電波法令、ＪＡＲＬコンテスト規約及び奈良県支部Ｖ・ＵＨＦコンテスト規約

     （当記載文）に違反した場合。

       （２）２日間を通じて同一周波数帯に重複した局を記載し得点として申請した場合。

       （３）同一周波数帯で２部門にわたり申請した場合。

       （４）提出書類に不備を認めた場合。

       （５）県支部コンテスト委員会の審査、判定による事項。

・結果の発表

        サマリ－、ログの提出局及び得点（順位）は【ＪＡＲＬ ＮＥＷＳ】および

【支部ホームページ】に発表する。
· 賞典 

        書類提出者でコンテストでの欠格事項がないＪＡＲＬ会員に以下の賞をおくる。

      《一般賞》

   ① 入賞は各区分，部門別に申請された局数に応じて原則として下記の通り

                とする。

                         ５局以内……………………１位のみ

                         ６局以上～１０局まで……２位まで

                       １１局以上～２０局まで……３位まで

                       ２１局以上……………………５位まで
      《参加賞》

    ① ＱＳＬカードタイプの参加賞をＱＳＬ転送業務にて発送する。

    《特別賞》

1 県内局で５年間連続して書類提出した局に対して局単位で発行する。

   但し、前年度特別賞を受賞した局は受賞年度の次年度以降から再び

   ５年連続をカウントする。

②表彰対象局は同一周波数帯（最小限１周波数帯）に毎回２０局以上の有効な

                 交信をし、５年間連続して書類を提出していること。

         受賞者には賞状及び副賞をおくる。但し副賞は区分：県内局の優勝者で奈良県支部の

ＪＡＲＬ会員に限る。表彰内容はその都度、コンテスト委員会にて決定する。

参加区分：県内局の入賞者で奈良県支部の会員は毎年３月行われる〔支部大会・

ハムの集い〕にて表彰する。
・コンテスト提出書類（注意事項含む）

         （１）ＪＡＲＬ制定のサマリ－、ログシ－ト又は同様式を使用し所定事項を

               記入の上提出のこと。

  （２）封筒の表に必ず朱書きで「コンテスト書類在中」と添え書きする事。

         （３）移動運用局はサマリーシートの移動地／運用地欄に全ての移動地名を明記する事。

         （４）社団局の場合はサマリーシート意見欄または裏面に運用者名（コールサイン）、

               無線従事者の資格を運用者個人毎に明記する事。

         （５）電子メールで提出するときは、JARL主催のコンテストの電子ログと同一形式とし、
添付ではなくメール本文に貼りつける事。
詳細は　http://www.minami3.com/naratest/　をご覧ください。
・奈良コンテストアワードの申請（郵送でのみ受付）

（１）規約（奈良アワード規約に準ずる

①コンテストの提出ＬＯＧに記載がある奈良県内局２５局以上と交信が成立した局。

②交信局数により、クラスを定める

コンテスト   ２５賞   ２５局以上と交信する。

　　　コンテスト   ５０賞   ５０局以上と交信する。

　　　コンテスト   ７５賞   ７５局以上と交信する。

　　　コンテスト １００賞 １００局以上と交信する。

③特記 コンテスト名および交信局数。希望する特記の内コンテスト委員会、アワード

委員会で認められるものを記入する。

（２）申請方法

コンテスト提出書類に同封し提出ください。

①ＪＡＲＬ又はこれに準ずる様式の申請書及び交信リスト（ＱＳＬカードリスト）に記入。

（コンピュータのアウトプットリストでも受理する）

②交信リストは、コール順（ピューローにカードを送る時に並べる方法）で記入する。

　　　　　（３）申請料　￥５００円

現金または無記名定額小為替、切手（８０円以下の小額切手で５００円分）
· 個人情報の取扱について 

サマリーシートに記入された 住所、氏名、電話番号、E-mail アドレスは奈良県支部コンテストの

実施や結果発表などの運営に関してのみ使用しそれ以外には使用いたしません。

なお、結果発表やコメント の公開についてはコールサインのみとします。　
· 書類提出期限

          平成２２年９月２３日必着（郵送の場合は当日消印有効）

・提出先　郵送の場合　

          〒６３１－０８１１ 奈良県奈良市秋篠町１１７０－３５

            吉岡武彦 気付  ＪＡＲＬ奈良県支部　コンテスト委員会

　　　　　電子メールで提出する場合

　　　　　　提出先Ｍａｉｌアドレス　naratest@jarl.com　受付期間のみの設置
· その他　不明な事項がある場合はＭａｉｌ（アドレス ja3qxk@jarl.com ）またはＳＡＳＥ

（切手を貼った封筒を同封）にてコンテスト書類提出先まで問い合わせて下さい。

尚、本コンテスト規約、提出ＬＯＧ及び奈良コンテストアワード申請書サンプルは

ＪＡＲＬ奈良県支部ホームページ　（　http://www.jarl.com/nara/　）でご覧いただけます。

                                                         　　　　              以上

